
広
告

揖保川町浦部6番地

構
教
育
集
会
所
「
親
子
リ

ズ
ム
遊
び
教
室
」
参
加
者

を
募
集

　

親
子
で
ふ
れ
あ
い
、
リ
ズ
ム
感
を

身
に
つ
け
な
が
ら
、
多
く
の
友
だ
ち

と
の
交
流
を
深
め
る
教
室
で
す
。

■	

と
き　

毎
月
第
２
木
曜
日 
10
時

30
分
～
11
時
30
分

■	

と
こ
ろ　

揖
西
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー 

セ
ン
タ
ー（
揖
西
町
竹
万
９
５-

１
）

■	

講
師　

衣
笠 

マ
ナ
ミ
さ
ん（
リ

フ
レ
ス
タ
ッ
フ
代
表
）

■	

参
加
費　

年
間
３
，０
０
０
円

（
親
子
で
の
金
額
）

■	

対
象
者		

市
内
在
住
の
未
就
園
児

（
０
歳
～
４
歳
）の
親
子

■	

開
講
式　

５
月
12
日（
木
）10
時

30
分
～

■	

定
員　

10
組

■	

申
込
方
法　

左
記
の
申
込
先
へ

窓
口
又
は
電
話
で
申
し
込
み

■	

そ
の
他　

原
則
、
保
険
の
加
入
は

行
い
ま
せ
ん
が
、
希
望
さ
れ
る
方

は
、
８
０
０
円
で
ス
ポ
ー
ツ
安
全

保
険
に
加
入
で
き
ま
す
。
申
込
時

に
保
険
料
を
添
え
て
申
し
込
み
く

だ
さ
い
。

■	

申
込
・
問
い
合
わ
せ
先

 

構
教
育
集
会
所（
☎
66
・
１
１
７ 

７
）、 

人
権
教
育
推
進
課
（
☎
64
・

３
１
８
２
）

修
室

■	

内
容　
「
世
界
に
１
つ
！
楽
し
い

レ
ザ
ー
ク
ラ
フ
ト
体
験
」

マ
ス
ク
の
ポ
イ
捨
て
は

や
め
ま
し
ょ
う

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
感
染
症
拡

大
防
止
と
し
て
の

マ
ス
ク
の
着
用
に

伴
い
、
使
用
済
み

マ
ス
ク
の
ポ
イ
捨

て
が
増
え
て
い
ま

す
。

　

ポ
イ
捨
て
さ
れ
た
マ
ス
ク
は
、
ま

ち
の
美
化
を
損
な
う
だ
け
で
な
く
、

ウ
イ
ル
ス
が
付
着
し
て
い
る
可
能
性

が
あ
り
感
染
す
る
恐
れ
が
あ
る
た

め
、
大
変
危
険
で
す
。
感
染
拡
大
防

止
の
た
め
に
、
マ
ス
ク
は
絶
対
ポ
イ

捨
て
せ
ず
、
ご
家
庭
で
適
切
に
処
分

し
て
く
だ
さ
い
。

ご
家
庭
で
マ
ス
ク
な
ど
を
捨
て
る
場

合
は
、
次
の
３
項
目
を
心
が
け
ま

し
ょ
う

①
ご
み
に
直
接
触
れ
な
い

②
ご
み
袋
は
し
っ
か
り
し
ば
っ
て

封
を
す
る

③
ご
み
を
捨
て
た
後
は
手
を
洗
う

▼
環
境
課
（
☎
64
・
３
１
５
０
）

「
楽
・
得　
介
護
塾
」
参
加

者
を
募
集

　

介
護
の
方
法
や
介
護
予
防
、
介

護
者
の
健
康
づ
く
り
な
ど
に
つ
い

て
の
知
識
・
技
術
を
習
得
す
る
た

め
の
教
室
で
す
。

　

参
加
希
望
の
方
は
、
左
記
の
セ

ン
タ
ー
へ
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

■	

対
象
者　

介
護
し
て
い
る
方
、

介
護
に
関
心
の
あ
る
方

御
津
在
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー

（
☎
３
２
４
・
０
７
６
７
）

■	
と
き　

６
月
10
日（
金
）10
時
～

■	

と
こ
ろ　

御
津
や
す
ら
ぎ
福
祉

会
館

■	

内
容　
「
保
健
師
さ
ん
に
よ
る
健

康
講
座
」

西
は
り
ま
グ
リ
ー
ン
ホ
ー
ム
ケ
ア

セ
ン
タ
ー
（
☎
63
・
３
１
０
１
）

■	

と
き　

６
月
11
日（
土
）10
時
～

11
時
30
分

■	

と
こ
ろ　

西
は
り
ま
グ
リ
ー
ン

ホ
ー
ム
ケ
ア
セ
ン
タ
ー
２
階
会
議

室
（
誉
田
町
福
田
７
８
０-

１
）

■	

内
容　
「
感
染
症
対
策
の
基
礎
知

識
～
感
染
し
な
い
・
さ
せ
な
い
た
め

に
一
人
ひ
と
り
が
で
き
る
こ
と
～
」

く
わ
の
み
園
在
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー

（
☎
61
・
９
０
０
２
）

■	

と
き　

６
月
16
日（
木
）14
時
～

15
時
30
分　

■	

と
こ
ろ　

ふ
ら
っ
と
ね
す
祇
園

１
階
喫
茶
コ
ー
ナ
ー
（
龍
野
町
北

龍
野
３
８
３-

１
）

■	

内
容　
「
ア
タ
マ
と
カ
ラ
ダ
の
コ

ロ
ナ
対
策
」

ジ
ュ
ネ
ス
し
ん
ぐ
在
宅
介
護
支
援

セ
ン
タ
ー
（
☎
75
・
５
２
２
８
）

■	

と
き　

６
月
24
日（
金
）14
時
～

15
時

■	

と
こ
ろ　

新
宮
公
民
館
第
６
研

修
室

■	

内
容　
「
眠
れ
て
い
ま
す
か
？
よ

り
良
い
睡
眠
の
た
め
の
健
康
管

理
」

「
家
族
介
護
者
交
流
事
業
」

参
加
者
を
募
集

　

介
護
者
の
交
流
会
等
を
行
う
な

ど
、
一
時
的
に
介
護
か
ら
離
れ
、
心

身
の
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
を
図
り
ま
す
。

■	

対
象
者　

市
内
在
住
の
方
で
、

要
介
護
１
～
５
の
認
定
を
受
け

て
い
る
在
宅
高
齢
者
の
主
た
る

介
護
者

■	

申
込
方
法　

印
鑑
、
介
護
保
険

被
保
険
者
証
を
持
参
の
上
、
左

記
の
セ
ン
タ
ー
へ
申
し
込
み
く

だ
さ
い
。

※
食
費
な
ど
に
つ
い
て
は
市
か
ら

一
部
助
成
し
ま
す
。

御
津
在
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー

（
☎
３
２
４
・
０
７
６
７
）

■	

と
き　

５
月
20
日（
金
）11
時
30

分
～
13
時
30
分

■	

と
こ
ろ　

舞
子
館
（
御
津
町
黒

崎
１
６
５
７-

１
）

■	

内
容　

舞
子
館
で
交
流
会

ジ
ュ
ネ
ス
し
ん
ぐ
在
宅
介
護
支
援

セ
ン
タ
ー
（
☎
75
・
５
２
２
８
）

■	

と
き　

６
月
７
日（
火
）９
時
～

■	

と
こ
ろ　

新
宮
公
民
館
第
１
研

お
知
ら
せ

活動名 対象団体 対象活動 支援内容 活動例

① 公共施設の
補修等

市民５人
以上の団体

生活道路、農道、都
市公園（開発公園含
む）、用排水路など
の補修、改修

現物支給
原材料（生コンクリート、
砕石、セメント、U字溝な
ど）、軍手

補助金交付
リース料、安全確保用具
など

支援限度額　20万円

○農道、生活道路の補修
○用排水路の改修
○自治会公園遊具のペンキ塗り
○公園に花壇の設置
※対象外の活動例
市道の補修（市施工のため）
地区公民館の補修（地元管理のため）
委託を主とした補修（自主活動ではな
いため）など

② 公共施設の
美化等

市民５人
以上の団体

市道、運動公園、雨
水幹線水路などの草
刈、泥上、植樹管理

現物支給
軍手、ゴミ袋

補助金交付
草刈機の替刃、安全確保
用具など

支援限度額　10万円

○市道法面の草刈
○雨水幹線水路の泥上
○市管理公園の草刈、草引
※対象外の活動例
街区公園、農道、用水路の草刈など	
（地元管理のため）

③ 空き家対策 自治会
老朽化した空き家の
危険回避のための応
急処置

補助金交付
必要な消耗品（トラロー
プ、トタン板、養生ネット
など）、廃材等処理費

支援限度額　10万円

○立入禁止看板の作成、設置
○瓦が落ちそうな屋根のトタン板など
による応急処置

○危険個所の養生ネットによる保全
○倒木のおそれのある危険な立木の伐
採など

※所有者等の同意が必要

④ 地域のまち
づくり振興

市民５人
以上の団体

○地域産業の振興
○教育、文化、体育
などの振興

○市の施策の普及

補助金交付
講師謝礼、消耗品、印刷
製本、委託料、借上料、
損害保険料など

支援率　３分の２
支援限度額　30万円
※同一事業は３年まで

○地域資源を活かした活動
○地域の文化伝承活動
○駅を中心としたまちづくり活動

⑤ 女性コミュ
ニティ

市民（女性）
５人以上の
団体

○女性の視点での
文化、教育の振興

○女性の社会参画
に関する事業

補助金交付
講師謝礼、消耗品、印刷
製本、委託料、借上料、
損害保険料など

支援限度額
20万円（１年目）
15万円（２年目）
10万円（３年目）
※同一事業は３年まで

○高齢者の健康づくり
○男女共同参画の啓発活動
○子育て支援活動

⑥ 里山整備 市民５人
以上の団体

○集落近くの里山
整備

○山地の環境保全

補助金交付
必要な原材料、リース料、
安全確保用具など

支援限度額　20万円

○集落近くの里山整備
○民家周辺山地の危険樹木伐採
○民家周辺山地からの流出土砂の除去
○災害時の高台避難路の整備
○遊歩道などの案内看板設置及び補修

⑦ 農業施設の
災害復旧 自治会

用排水路、ため池、
頭首工、農道などの
農業施設の災害復旧

補助金交付
必要な原材料、リース料、
処分費、安全確保用具など

支援限度額　15万円

○施設の補修
○土砂、倒木の除去

　地域の公共施設を自分たちの手で守る活動、地域の活性化を図る活動などを支援します。
　詳細は各問い合わせ先へご相談ください。 

令和４年度自立のまちづくり事業

※予算に限りがありますので先着順で受け付けし、予算に達した時点で当該年度の受け付けは終了とします。

■申込・問い合わせ先
本庁：①②③④⑤まちづくり推進課（☎64・3167）、⑥農林水産課（☎64・3157）、⑦農地整備課（☎64・3159）
各総合支所：①～⑦●新地域振興課（☎75・0251）、●揖地域振興課（☎72・2525）、●御地域振興課（☎322・1001）

【
市
外
局
番
】
龍
野
（
０
７
９
１
）    

新
宮
（
０
７
９
１
）    

揖
保
川
（
０
７
９
１
）    

御
津
（
０
７
９
）

23 2022年4月号 2022年4月号掲載しているイベント等は、新型コロナウイルス感染症等の状況により、中止・変更となる場合があります。掲載しているイベント等は、新型コロナウイルス感染症等の状況により、中止・変更となる場合があります。


